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会期は、５月３１日から６月２５日の26日間。 
主な議案 
①国民健康保険税の限度額の引き上げ(専決処分）  

②南部クリーンセンター大規模補修工事請負　　
契約 
③市税条例等の改正（給与所得控除限度額の 
　引き下げ等） 

２つの議案と陳情の継続審査に反対しました。 

　足利市税条例等の改正
（2021年実施）は、所得
税法改正により、給与所
得控除から基礎控除への
１０万円の振り替えで、
二つの控除を意義の違い
を無視して、労働力維持
の費用でもある給与所得
控除を引き下げ、基礎控
除に振り替えたものであ
り、問題です。給与所得
控除と公的年金控除を10
万円引き下げる一方、住
民税基礎控除を10万円 

　給与所得控除の上限額引き下げで、増税!	

＊小俣城山町地区内における大規模産業廃棄物最
終処分場計画に反対する陳情は、小俣城山町自治
会、粟谷町自治会、葉鹿彦谷自治会の3地区の会長
名で提出されました。陳情の趣旨は、大規模産業
廃棄物最終処分場の建設計画は、地域住民及び子
どもたちの交通安全上の懸念、水資源の汚染の恐
れなど看過できない。この建設計画や今後いかな
る企業の建設計画に対して地元住民、市議会、足
利市が一致団結をして反対することを求めた陳情
です。市民の願い、安全を守る立場から継続審査
ではなく、採択を求める討論を行いましたが賛成
多数で継続審査となりました。継続審査の賛否の
結果は、次の通りです。（議長を除く） 
反対議員：8名（おぜき、公明３、自民４） 
賛成議員；15名（あしかが未来俱楽部１１、 
　　　　　　　　　無会派４） 

産業廃棄物に対する考え方	
　産業廃棄物は廃掃法に則って考えることが重要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）で、企
業は、①廃棄物の発生を抑制する、②有害な廃棄物は
出さない、③安全に処理しなければならない、という
責任や義務があることを明記。この視点を見失うとど
こかでまた処分場建設が浮上し、直接影響を受ける住
民が被害にあうことになるからです。 

　足利市国民健康保険条例の一部の改正（市長専
決処分）は、法定減免の拡充と限度額の89万円か
ら93万円の引き上げです。今回の改正で、影響が
ある世帯は、346世帯で、これにより市民負担は
1180万円の増税となるため承認に反対しました。 

国保税の際限のない限度額引き上
げ！	

「東海第2原発の稼働延長を認めない	
意見書の提出を求める陳情」を議長預かり！	

　2018年5月21日に議長提
出された上記陳情書は、同
5月31日の各派幹事長会議
で、あしかが未来倶楽部、
自民党議員会、公明党議員
会により、議会運営委員会
にかけず、議長預かりとし
ました。 

引上げ、33万円から43万
円にするものです。給与
所得・公的年金控除の引
き下げにより、所得金額
によって算定基準が定め
られている国保税、後期
高齢者医療保険料、児童
扶養手当、児童手当など
が影響を受けます。また、
給与所得控除額の上限が
220万円から195万円に引
き下げられ、2000人が増
税となり、問題です。 

市民の安全にかかわる重要
な問題を県内の多くの自治
体の議会へ上程し、賛否の
採択をしています。議論さ
えしない閉鎖的で遅れた足
利市議会の姿勢を露呈しま
した。 
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おぜき栄子の一般質問	

１．小俣最終処分場問題 
主な経過 
足利市が地権者を賃借権の範囲等を提
訴してから３年が経過し、２０１８年
２月１５日敗訴。同年２月２８日に足
利市は、判決を不服として東京高裁に
控訴。同年５月２３日東京高栽の控訴
審で、市は宇都宮地裁の判決に「誤りが
ある」と主張、「本件賃貸借契約は借地
借家法が適用される契約であること、仮
に認められない場合でも契約書の記載か
ら控訴人の希望により更新できるもので
あること」を繰り返しました。その結果、
裁判長は市側の副市長の証人申請、処分
場の土地の測量鑑定の申し出を却下。 
地権者は控訴棄却を求めて結審し、審理
終結となりました。	

おぜき：県内における子ども医療費助
成制度（２０１８年度）市町別実施状
況を見ると足利市は市レベルで最低。
子育て支援として最も市民要望が強い
窓口無料化を高校生まで広げるべきで
はないか。 
当局：市単独で実施した場合、医療費
の増加など多大な市の財政負担が見込
まれる。すぐに高校生までの拡大は難
しい。 

おぜき：子どもたちが安心して過ごせ
る「子どもの居場所づくり」を推進す
るべきではないか。 
当局：他市の事例等を調査研究をし
ていく。 

おぜき：県は、栃木県廃棄物処理計
画によると産業廃棄物最終処分場
を積極的に推進する立場となって
いる。県に対して断固反対の立場
を貫けるのか。 
市長：小俣、足利市をごみの山にす
るわけにはいかない、断固反対の
姿勢に変わりはない。 

おぜき：「県の廃棄物処理に関する
指導要綱」によると説明会開催困
難な場合、資料の配布をもって説
明会を開催したとみなすとあるが
どのように考えるか。 
当局：要綱上と実際の対応の問題。
県は、この指導要綱のとおり、地
元との協定ほか3つの要件（隣接所
有者の同意、利水権者の同意、環
境保全協定の締結）がクリアしな
いと前へ進めないとしている。 

２．環境政策　　　　　　　　　
　　管理型産業廃棄物最終処分場
問題 

おぜき：同裁判所から和解協議
の提案があったが、小俣最終処
分場用地の所有権の取得を前提
に和解協議を進めるとしている
が和解の見通しはあるのか。 
当局：和解協議に当方も相手方
もこのテーブルに着くことを了
解している。しっかりこの協議
に臨んで行く。 

おぜき：市が地権者を訴えて、
敗訴。小俣最終処分場が使えず、
7億円以上の無駄な税金を歳出
した責任をどう考えているのか。 
当局：無駄な税金とは思ってい
ない。市民から排出されるごみ
の埋立を確保しなければならな
い。 

おぜき：焼却灰などの埋立を他
県の２ヶ所に委託。１ヶ所は、
埋立量を公表していないがなぜ
公表できないのか。 
副市長：地元の方との環境保全
協定の中で、〇〇市以外のもの
は入れないという約束があった
のかもしれない。公表しても差
し支えないところを探した。 

３．子どもの成長に必要な環境
整備について 

断固反対の姿勢に変わりない！	

  産廃施設の建設は、地元住民は
もちろん全市的な問題です。市

民・行政・議会が一丸となって「つ
くらせない」という立場で粘り強く

運動していくことが重要です。	

子どもの医療費窓口無料化　　　　　
県内で 低レベル！	

  従来の答弁に終始し、公共事業
優先の財源を切り替えて、窓口無

料化を拡大するよう求めました。	

　　県内の14市の窓口無料化の状況	
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特定非営利活動法人　　　　　　　
日光市の「だいじょうぶ」を　
　　視察しました。　　　　 

　子どもの虐待防止を目的に設立。
日光市や地域の支援を受け、駅

のそばに新聞店を改装して、安心
して過ごせる子どもの「居場所づく

り」などに活動をされています。子
どもを守るための熱心な対応に敬
服しました。	

焼却灰などの委託先は、	
　住民の同意を得ず埋立て！	

　 焼却灰などの他県への委託先

の自治体（1か所）は、地元住民の

合意を得ず埋立をしていたことが

明らかになりました。無責任な足

利市の対応が問われます。和解

協議は、継続中で、判決は、12月

12日（水）に延期されました。	


